
返　還
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介護福祉士

2011/3/3　作成

　他業種や県外で就業
　留年等での契約解除　等

○返還計画申請書
　（様式第11号）

返還（一部免除）

５年以上対象の介護等の業
務に従事

○業務従事届
　（様式第10号）
○返還免除申請書
　（様式第13号）

返　還　免　除

返　還

返　還　猶　予

不合格 / 不受験

○返還猶予申請書
　（様式第12号）
○受験票

受　験
（社会福祉士）

再受験

対象の介護等の業務に就職
（従事）

○業務従事届（新旧施設分
が必要）
　（様式第1０号）
○返還猶予申請書
　（様式第12号）
○求職活動期間等申告書
（様式第14号）
○求職活動状況がわかる書
類（求職活動証明書等）
○異動届（様式第7号）

○業務従事届
　（様式第1０号）
○返還計画申請書
　（様式第１１号）

○返還計画申請書
　（様式第11号）

返　還

住所や連絡先等が
変わった

卒業年次の翌々年までに…

１年ごとに…

対象の介護等の業務に未就職

不合格

○返還計画申請書
　（様式第11号）

貸付期間未満の従事期間

合　格

返　還　猶　予
※１年ごとに書類提出

○異動届
（様式第7号）
○異動の内容によって添付
資料が必要です。

【留意点】
   ・このフローチャートは一例を掲載しています。このフローチャートに当てはまらない事案がありますので
　　その場合等、お困りの場合は以下までご連絡ください。
　・提出に際し、”手引き”をご参照ください。
　・各種届け出がない場合は、一括でのご返還を請求する場合があります。
   ・なお、返還猶予や免除に関しては、個別に審査をさせていただきます。
　・今後も状況に応じて改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

連絡先：埼玉県社会福祉協議会　福祉資金部　福祉資金課　048-822-1192

以下連絡先までご連絡を！

その他

その他、お困り事

他の養成施設へ修学

産休・育休の場合

○業務従事届
　（様式第10号）
○返還計画申請書
　（様式第11号）
○返還免除申請書
　（様式第13号）

○業務従事届
　（様式第10号）
○返還計画申請書
　（様式第11号）

返　還

就業期間５年以上経過
※中高年離職者の場合は３年

返　還　猶　予

貸付期間以上の従事期間

養成施設等卒業　（卒業届　様式第９号）

埼玉県介護福祉士等修学資金貸付事業　修学生　卒業後の手続きフローチャート

○業務従事届
　（様式第1０号）
○返還猶予申請書
　（様式第12号）

返　還　猶　予

退　職

退職後３ヶ月以上対象介護等
業務に未就職

返　還

退職後３ヶ月未満で対象介護
等業務に再就職（従事）

返　還　猶　予
※ただし１年のみ

○返還猶予申請書
　（様式第12号）
○求職活動証明書等

登　録

○登録証（写）

○業務従事届
　（様式第1０号）
○返還猶予申請書
　（様式第12号）

合格

　他業種で就業
　県外で就業　等

事由発生後速やかに御提出
ください。

・資格登録をしない場合は、免除

算定期間等には反映されません。

また、養成施設等を卒業後１年以

内（社会福祉士の試験不合格等の

場合を除く）までに登録しない場

合は、返還となります。 


